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令和３年度 山添村新型コロナウイルス感染防止対策施設支援補助金 

 募 集 要 領（宿泊施設） 

 

１．趣旨  

適切な感染防止対策を促進することで、利用者に対して安心・信頼の提供を実現し、感染

制御が効いた状況下での経済活動の早期回復を後押しするため、山添村内の宿泊施設に対し、

感染防止対策事業に必要な経費を支援します。 

 

２．補助対象者・補助対象事業  

本補助金の対象者及び補助対象事業は、山添村新型コロナウイルス感染防止対策施設

支援補助金交付要綱（以下「交付要綱」という。）第２条２項及び別表２に定めるもの

であって、下表のとおりです。※ただし、補助申請は１施設１回限りです。 

補助対象者 
※①②いずれも満

たすこと 

①旅館業法（昭和２３年法律第１３８号）第３条第１項に規定する許可を受けたもの

をいう。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律（昭和２３年法律

第１２２号）第２条第６項に規定する店舗型性風俗特殊営業を営む者を除く。 

②「奈良県新型コロナウイルス感染防止対策施設認証」を受けたもの及び認証の取得

に取り組むもの 

補助対象事業 

宿泊施設新型コロ

ナウイルス感染防

止対策設備等導

入・強化事業 

 

（１）宿泊事業者が、感染拡大予防ガイドラインその他山添村が

設定する基準等に対応するために実施する感染拡大防止対策  

（２）宿泊事業者が実施す

るマイクロツーリズム、ワ

ーケーション及び新たな

需要に対応するための取

組  

ア マイクロツーリズム、ワーケ

ーションに対応する取組  

イ 新たな需要に対応するための

取組  

「感染拡大予防ガイドライン」とは、内閣府が発している「業種別ガイドライン」のうち、申請事業者が

現に準じているガイドラインを指します。 

「山添村が設定する基準」とは、「新型コロナウイルス感染防止のためのチェックリスト」を指します。 

 

３．補助対象事業の詳細  

 本補助金の補助対象事業としては、以下のような事業・取組が含まれます。 

（１）宿泊事業者が、感染拡大予防ガイドラインそ

の他奈良県が設定する基準等に対応するために実施

する感染拡大防止対策  

パーティション、サーモグラフィカメラ、サーキ

ュレーター、自動手指消毒器等の購入、共有設備

非接触化（手洗い場の自動水栓化等）工事、フィ

ジカルディスタンス確保のためのレイアウト変更

等施設内改修、換気設備設置・改修工事等 

（２）宿泊事業者が実施

するマイクロツーリズ

ム、ワーケーション及び

ア マイクロツーリズ

ム、ワーケーションに対

応する取組  

ワーケーション環境を整備するための必要備品の

購入やレイアウト変更等の施設内改修、マイクロ

ツーリズム、ワーケーション等に対応したコンテ
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新たな需要に対応する

ための取組  

ンツの開発等  

イ 新たな需要に対応

するための取組  

非接触式チェックインシステム、団体向け客室の

個室化工事、客室及び共用部のバリアフリー化（ト

イレ、浴室、スロープ等）、館内 WiFi 環境整備等  

 

４．補助対象期間  

本補助金の対象となる事業は、令和３年４月１日から令和３年１２月３１日までに実

施されたものに限ります。 

なお、「実施された」とは、以下のとおりです。 

（１）補助金申請時に事業が完了している場合 

補助対象事業に係る経費の支出が全て完了している状態 

（２）補助金申請時に事業が完了していない場合 

補助対象事業の実績報告が完了している状態 

 

５．補助対象経費としてみなす経費  

 本補助金の対象経費としてみなすことができる経費は、令和３年４月１日以降に支出

された経費です。 

 

６．補助対象経費  

（１）補助の対象となる経費 

本補助金の対象経費は、交付要綱第３条及び別表２に定める経費であって、詳細は以

下のとおりです。※ただし、消費税及び地方消費税は含みません。 

 

ア 宿泊事業者が、感染拡大予防ガイドラインその他山添村が設定する基準等に対応す

るために実施する感染拡大防止対策に要する経費 

対象経費 

①備品購入費 別表２に掲げる対策を実施するための備品を購入、設置する費用 

【例】仕切り用のアクリル板、透明ビニールカーテン・シート、パ

ーティション、扇風機・サーキュレーター及び CO2 モニター（二酸

化炭素濃度計測器）、空気清浄機（ウイルス除去機能付、加湿機能

付、サーキュレーター機能付）非接触式温度計、サーモグラフィカ

メラ、キャッシュレス決済専用端末 

②工事費 別表２に掲げる対策を実施するための設備を設置、改修する費用 

※ただし、故障・老朽化に対応等するための機能の明確な向上を伴

わない修理修繕に係る経費は対象外 
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【例】手洗い場設置・改修費、フィジカルディスタンス確保のため

のレイアウト変更等の施設内改修、共有設備の非接触化（手洗い場

の自動水栓化、トイレ蓋の自動開閉設備）工事、換気設備設置・改

修（給気口の増設含む）、換気用窓や網戸の取付け 

③委託費 別表２に掲げる対策を実施するため、専門的知識や技術を要する業

務を外部に委託する費用 

【例】専門家による感染症防止策の検証委託、フロアマーカー等利

用客への感染防止対策の注意喚起を行う掲示物作成 

 

イ 宿泊事業者が実施するマイクロツーリズム、ワーケーション及び新たな需要に対応  

するための取組に要する経費  

対象経費 

①備品購入費 別表２に掲げる対策を実施するための備品購入、設置する費用 

【例】ワーケーション環境を整備するための机、椅子、パソコン及

びその周辺機器の購入設置費（リース代含む※）、洗濯機、乾燥機

等の購入設置費 

※リース代について･･･補助対象期間に支払いが済んだ部分に限ります。 

②工事費 別表２に掲げる事業を実施するための設備の設置、改修する費用 

※ただし、故障・老朽化等に対応するための機能の明確な向上を伴

わない修理修繕に係る経費は対象外 

【例】ワーケーション環境を整備するためのレイアウト変更等の施

設内の改修、非接触式チェックイン・キーレスシステムの導入、団

体向け客室の個室化工事、客室及び共用部におけるバリアフリー化

工事 

③委託費 別表２に掲げる対策を実施するため、専門的知識や技術を要する業

務を外部に委託する費用 

【例】マイクロツーリズム、ワーケーション等に対応したコンテン

ツの開発委託費、施設バリアフリー化に向けた専門家の検証委託、

サイト多言語化に伴う翻訳委託 

 

（２）補助の対象とならない経費  

補助対象外経費 

①経常経費 【例】家賃、電話代、インターネット利用料等の通信費他、補

助対象者の運営にかかる経常経費（事業経費と明確に区別でき

ない光熱水費を含む） 

②人件費 【例】給与（パート、アルバイトの賃金含む）、福利厚生費 

③消耗品費 【例】マスク、自動手指消毒器補充用のアルコール、文房具等
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事務用品費 

④食糧費  【例】会議、打ち合わせ等でのお弁当やお茶代 

⑤不動産取得費 【例】土地購入費、補償費 

⑥施設等維持管理

費 

【例】施設の日常点検・保守費用、清掃費、故障、老朽化等に

対応するための機能の明確な向上を伴わない修理修繕、代替更

新のみに要する経費を含む 

⑦雑費 【例】振込手数料、各種検査手数料、送料 

⑧その他 補助することが適当でないと判断される経費 

 

７．補助率及び補助上限額 

補 助 率：補助対象経費から以下の収入を除いた額の１／４以内 

①民間団体等からの補助金、助成金 

②本補助金の交付申請時までに交付を受けた村補助金 

③補助対象事業の実施により得られた入場料等の収入 

※交付額は千円単位とし端数は切り捨てます。 

※なお、本補助金は国及び県の他の補助金との併用はできません。 

補 助 上 限 額：２５万円 ※補助金は予算の範囲内での交付になります。 

 

８．申請の流れ ※奈良県新型コロナウイルス感染防止対策施設支援補助金の支払完了後 

申請時に完了している事業 申請時に完了していない事業

交付申請及び実績報告 交付申請

交付決定・額の確定 交付決定

支払い請求 実績報告

支払い請求

額の確定補助金支払

補助金支払

 

 

 

 

９．交付申請書の提出  

補助を受けようとする事業の進捗度により、申請に必要な書類が異なります。 

（１）申請時点で完了している事業 
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ア 全ての事業者必須 

①山添村新型コロナウイルス感染

防止対策施設支援補助金交付申請

書兼実績報告書  

第１号様式（第５条関係）、押印必須 

②事業計画（報告）書  第１号様式の２（第５条関係） 

③支払いの事実が確認できる書類 区分 a 及び b の書類が必要です。原則宛名が申請者とな

っているもので、支払額、支払日、支払い目的、取引の

相手方が明記されているものに限ります。 

区分 a 

a1.請求書 

a2.取引確認メール 

a3.取引画面 

上記のいずれか又はこれに準ずる書類の写し 

区分 b 

b1.領収書 

b2.銀行振込明細書 

b3.クレジットカード利用明細書 

上記のいずれか又はこれに準ずる書類の写し 

④旅館業法営業許可証の写し  

⑤館内案内図 もしくはこれに準ずる客室数を確認できる書類 

⑥誓約書 押印必須 

⑦口座振替申出書 山添村指定様式 

⑧通帳の写し 表紙及び表紙を開けた１ページ目（口座名義人、口座番

号が分かるページ） 

⑨県の補助金確定通知書  

イ 該当がある場合のみ 

⑩他の補助金や助成金を受けるた

めの書類 
a.交付申請書及び添付書類、b.交付決定通知書の写し 

（２）申請時点で完了していない事業 

ア 全ての事業者必須 

①山添村新型コロナウイルス感染

防止対策施設支援補助金交付申請

書兼実績報告書  

第１号様式（第５条関係）、押印必須 

②事業計画（報告）書  第１号の２様式（第５条関係） 

③経費の算出根拠 見積書、カタログの写し等及びそれらの比較対象となる

書類 

④旅館業法営業許可証の写し  

⑤館内案内図 もしくはこれに準ずる客室数を確認できる書類 

⑥誓約書 押印必須 

⑦口座振替申出書 山添村指定様式 



6 

 

⑧通帳の写し 表紙及び表紙を開けた１ページ目（口座名義人、口座番

号が分かるページ） 

⑨県の補助金交付決定通知書  

イ 該当がある場合のみ 

⑩他の補助金や助成金を受けるた

めの書類 

a.交付申請書及び添付書類 

b.交付決定通知書 

上記の写し 

※b.交付決定通知書の発行が申請に間に合わない場合は、a.交付

申請書及び添付書類のみで報告し、後日提出してください。 

 

（２）提出方法等 

  ①提出方法 窓口又は郵便により提出してください。 

        提出書類の封筒には、「山添村新型コロナウイルス感染防止対策施設 

支援補助金申請書類在中」と記載をお願いします。 

   

②提 出 先 山添村役場 地域振興課 

        〒６３０－２３４４  奈良県山辺郡山添村大字大西１５１番地 

 

（３）交付申請期限 

令和４年２月２８日（月）当日消印有効 

   

※注意事項 

   ・提出期限は厳守でお願いします。期限を過ぎますと受付できません。 

・書類は、窓口への持ち込み又は書留・簡易書留でお送りください。 

・FAX やメールによる提出は受付できません。 

・特別なノウハウや営業上の機密事項については、法的保護（特許・実用新案等の手 

続き）を行うなど申請者ご自身の責任で対応してください。 

・審査は受付期間内に提出された書類により行います。 

記入もれや添付資料のもれ等の不備があった場合、申請を受理できない場合があり 

ます。提出前に申請者ご自身でよく確認してください。 

   ・使用される印鑑は、手続きの全行程同一のものとしてください。 

異なった印鑑を使用された場合、申請を受理できない場合がありますので、ご注意 

ください。 

  ・提出された応募書類及び添付書類等は返却いたしません。 

   適宜コピーを残すなど申請者ご自身の責任で対応してください。 

  ・申請書類作成、送付等に係る費用は申請者の自己負担となります。 

 

（３）問い合わせ先 

山添村役場 地域振興課 
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   〒６３０－２３４４ 奈良県山辺郡山添村大字大西１５１番地 

  TEL ０７４３－８５－００４８  

  HP https://www.vill.yamazoe.nara.jp 

 

１０．交付決定 

交付申請後、随時交付を決定し、通知します。なお、交付決定通知書による補助金交付決

定額は、補助限度額を明示するものであり補助金支払額を約束するものではありません。 

※使用経費が当初の予定に満たない場合は、交付決定額から減額となります。 

 

１１．事業の変更または中止 

（１）事業計画を変更（軽微な変更を除く。）し、または中止若しくは廃止する場合は、以

下の書類により、あらかじめ知事の承認を受けてください。 

   ①事業計画の変更： 

山添村新型コロナウイルス感染防止対策施設支援補助金変更承認申請書 

（第２号様式（第８条関係）） 

   ②事業の中止若しくは廃止： 

山添村新型コロナウイルス感染防止対策施設支援補助金事業中止（廃止）申請書

（第３号様式（第８条関係）） 

（２）軽微な変更は、補助対象事業費の２０パーセント以下の増減とします。 

 

１２．実績報告 

事業完了後速やかに提出してください。（事業完了後３０日以内又は交付決定前に事業が

完了している場合は交付申請と同時） 

必要書類 

ア 全ての事業者必須 

①山添村新型コロナウイルス感染

防止対策施設支援補助金交付申請

書兼実績報告書  

様式第１号（第５条、第１１条関係）、押印必須 

②事業計画（報告）書  様式第１号の２（第５条、第１１条関係） 

③支払いの事実が確認できる書類 区分 a 及び b の書類が必要です。原則宛名が申請者とな

っているもので、支払額、支払日、支払い目的、取引の

相手方が明記されているものに限ります。 

区分 a 

a1.請求書 

a2.取引確認メール 

a3.取引画面 

上記のいずれか又はこれに準ずる書類の写し 

区分 b 
b1.領収書 

b2.銀行振込明細書 
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b3.クレジットカード利用明細書 

上記のいずれか又はこれに準ずる書類の写し 

④その他添付書類 

 
共通 実施結果が確認できる写真、成果物等 

以下は実施した事業により異なります。確認ください。 

備品

購入 

工事を伴う場合は、工事の始期と終期が分かる

書類 

【例】契約書の写し、完了検査書の写し 

工事 
工事の始期と終期が分かる書類 

【例】契約書の写し、完了検査書の写し 

委託 
業務の始期と終期が分かる書類 

【例】契約書の写し、完了検査書の写し 

⑤県の補助金確定通知書  

イ 該当がある場合のみ 

⑥他の補助金や助成金を受けるた

めの書類 

a.交付申請書及び添付書類 

b.交付決定通知書 

上記の写し 

※各種様式は山添村ホームページ（https://www.vill.yamazoe.nara.jp）からダウンロード

できます. 

 

１３．補助金の額の確定及び交付 

 実績報告書が提出され、その内容が適当と認められた場合、補助金の額を確定し、通知し

ます。 

当該確定通知を受けられたら、山添村新型コロナウイルス感染防止対策支援補助金交付請

求書（第４号様式（第１３条関係））を提出してください。請求書に基づき、補助金を指定

口座に振り込みます。 

 

１４．取得の処分制限について 

 補助対象経費により取得した財産又は効用の増加した財産については、５年間の処分

制限期間が設けられます。 

 「財産」とは、取得価格又は効用の増加価格が５０万円以上の機器及び器具のことを言い

ます。 

 


